
　まちづくりの主役は市民の皆さんです。
皆さんとともにオール甲賀で、子どもから
高齢者まで、誰もがいきいきと活躍できる
まちをつくるため、ご意見やご提言をいただ
く「市長への手紙」をお待ちしています。

●お手紙は市長が読ませていただきます。
●「市長への手紙」は、秘書広報課や各地域
市民センター等にも置いています。

※次の内容は「市長への手紙」としてお受け
できませんのでご了承ください。

●法令違反に関わる告発、警察捜査、許認
可に関わるもの

●特定の個人や団体などを誹謗中傷するもの

市
賀
甲

長
宛

（
受
取
人
）

5 2 8 8 7 9 0

下記のとおり封筒を作ってください。
①キリトリ線に沿って切り、中央を山折りにしてください。
②のりしろにのりをつけて貼り合わせてください。
③切手は貼らずにそのままポストへ投函してください。

（山折り）
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30日まで
切手を貼らずに
お出しください
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オール甲賀でまちづくりを進めるため
皆さんの建設的なご意見をお寄せください

市長への手紙
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秘書広報課　広報広聴係
☎６９-２１０１　　６３-４６１９

問合せ

◆企業面談ブース
◆�キャリアカウンセラーによる履歴書添削・�
お仕事相談ブース
◆子育て相談ブース
◆新規就農相談ブース
◆保育園・幼稚園求人ブース
◆就活メイクアップコーナー
◆履歴書用写真撮影コーナー　

女性活躍推進女性活躍推進
のためののための
お仕事フェア開催お仕事フェア開催

（合同就職面接会）

●日時　３月１１日（木）
１０時～１２時３０分（受付９時３０分～１２時）

●場所　まちづくり活動センター「まるーむ」
●対象　市内で就職を希望する方
●出展企業・事業所

　募集職種・求人数等詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください。
●無料託児有　６カ月～就学前
　（要事前予約：先着２０人）
●参加申込・託児予約方法
　市ホームページをご覧ください。

皆さんのご意見皆さんのご意見を募集募集します
（パブリック・コメント） 意見募集期間  ３月２日（火）まで

事
業
所
名

障がい者支援施設るりこう園
社会福祉法人甲南会
医療法人社団仁生会�甲南病院
社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会
社会福祉法人甲賀会
株式会社アークレイファクトリー
ホンダオート近江株式会社
（Honda�Cars甲賀西　水口西店）
株式会社びわこホーム
日本観光開発株式会社
株式会社ジッセントシップ
ぱれっと園もとあやの

　市内で就職を希望する女性を主な対象と
した合同就職面接会を開催します。
　出展企業・事業所の採用担当者と直接お
話しできるほか、女性の就活を応援するコー
ナーもあります。

参加無料 要事前申込

商工労政課　女性活躍推進室
☎６９-２１８９　FAX６３-４０８７問合せ

甲賀市消防団組織再編計画（案）

　消防団が地域住民の付託に応え、地域防災力
の向上と安全安心のまちづくりに寄与することを
目的とした計画です。

危機管理課　防災危機管理係　☎69-2103　FAX 63-4619
koka10040800@city.koka.lg.jp

1

提出先
問合せ

甲賀市消防施設長寿命化計画（案）

　消防団の車庫・詰所などの消防関係施設につい
て、今後の具体的な対応方針をとりまとめ、更新
費等の平準化と市民サービス確保の両立を図る
ための計画です。

2

（仮称）甲賀市公文書等の管理に
関する条例（案）

甲賀市公共施設等総合管理計画
第１期行動計画（案）

　市の諸活動および歴史的事
実の記録である公文書等の管
理に関する基本的な事項など
を定める条例です。

　市民共有の公共施設を良好な状態で過度な負
担を残すことなく、次世代に引き継いでいくことを
目的とする、施設の維持管理や長寿命化、最適化
等に関する行動計画です。　　　　

総務課　法務係
☎６９-２１２１　FAX６３-４０８６
koka10112000@city.koka.lg.jp

財政課　マネジメント推進室　　
☎６９‐２１２４　FAX６３‐４５６１
koka10115000@city.koka.lg.jp
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◆意見を提出できる方
　個人および法人、その他の団体

◆公表の方法
・各担当課、土山・甲賀大原・甲南
第一・信楽地域市民センターでの閲覧（平日8時
30分～17時15分）
・市ホームページ、あいコムこうかポータルシステ
ムへの掲載
� 市ホームページはこちらから ▼

◆意見の提出方法
　意見書（閲覧場所で取得可能）に記入のうえ、各
閲覧場所へ持参いただくか、郵便・ＦＡＸ・メールで提
出してください。

◆意見の取り扱い
　提出いただいたご意見は住所・氏名等の個人情
報を除き、回答と併せて市ホームページで公表しま
す。なお、ご意見等を提出された方への個別の回答
はしません。

＜共通事項＞

•�郵送の場合の送付先
��〒528-8502�水口町水口6053番地
��担当課名を明記してください。
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